
┌┬──────────────────────2016年 4月 11日 

├┼┐     一般社団法人 

│└┼┐  日本美容歯科医療協会 

│ └┼┐ メルマガ 

└──┴┴─────────────────── http://jcd.jp/ 

いつの間にか、1年も 4分の 1が終わってしまい、新年度になりましたね。年度末と年度

初めは先生方もお忙しいため、メルマガは休刊していました。点数改定もそろそろ落ち着

いてこられたのではないかと思います。 

今回は、トピックとして、インターネットのクリニック紹介サイトの違法性に関する明

確化、そして、新年度新たに発売いたしました DVDに関するお知らせです。 
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【検索サイト「EPARK」の違法性に関する見解について】 

 一部の先生方のところには、歯科医師会からのお知らせということで、表記サイトへの

掲載の自粛を要請する文書が回っているかと思います（例：日歯発第 2020号）。 

 以下、非常に長文になりますが、根拠通知ならびに厚生労働省令さらには、私が厚労省

と直接やり取りした文面を掲載いたしますので、ご参照くださいませ。 

（以下資料） 

 日本最大級の予約サイト EPARK。歯科医院の検索だけでなく、予約までできてしまう便利

なサイトです。 

 

 一部の先生方から「この方式は、いわゆる“紹介ビジネス”に該当するため、保険医療

機関がここに登録して紹介料を支払うのは違法ではないのか？」というお問い合わせをい

ただきました。また逆に、「名指しで受診を強制するわけではなく、患者さんの自由選択に

よるものなので、違法とはいえないと思う」というご意見もいただきました。 

 

 保険医療機関における「紹介ビジネスの禁止」に関しましては、その根拠として 

・平成 26年 3月 5日 保医発 0305 第 10 号  

・平成 27年 3月 31日 厚生労働省令第五七号 第 1章第 2条 4の 2 

 経済上の利益の提供による誘引の禁止 

になります（全文はググってください）。 

 

 本文の重要部分の引用です。 

通知では、 

「経済上の利益の提供による誘引の禁止に関する事項」として 
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「保険医療機関が、事業者に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することによ

り、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引することを禁止する」と

あり 

「金品の提供は、保険医療機関と事業者の間で契約書に基づき明示的に行われる場合等、

様々な方法により行われる場合があること」とあります。 

 

省令でも同様なことが書かれています。 

 

 で、その真相は・・・ということで、平成 28 年 3 月 31 日に、発端となる通知を出した

「厚生労働省保険局医療課」に対して、「保医発 0305 第 10 号ならびに厚生労働省令第五

七号 第 1 章第 2 条 4 の 2 の解釈について」直接担当官と電話でお話しさせていただきま

した。 

 

Q.昨今、歯科医師の間で、「予約サイト EPARK への登録をやめたほうがよい」とか、「登録

歯科医院は指導を受ける」とかいう噂が流れているが、このような検索・予約サイトに、

保険医療機関が登録しているという事実に関して、厚生労働省としてはどのような見解を

お持ちなのか？ 

 

A.厚労省は、イーパークのような紹介サイトの可否について判断する立場にはない。した

がって、イーパークの存在やそこに登録している事実そのものに関しては、別段指導の対

象ではない。 

 

Q. 保医発 0305 第 10 号通知では、具体例として、「特定の同一建物居住者の紹介を独占的

に受けて、それらの者に対して、一律に訪問診療を行っている場合」があげられているが、

これはこのような形態、すなわち「訪問診療における独占的な受診を誘因するような紹介

ビジネス」に限定するものか（図にあるような 1例）、それとも事例の多かった典型例の一

つとして挙げているのか？ 

 

A. 具体例を細かく上げているときりがないため、貴見のとおり、事例の多い一例をあげて

いるに過ぎない。 

 

Q.では今回の通知ならびに省令で規制するいわゆる紹介ビジネスは、例に記載されている

ような「訪問診療」に限ったことではないということか？ 

 

A.貴見のとおり。 

 



Q. 通知では、「金品の提供は、保険医療機関と事業者の間で契約書に基づき明示的に行わ

れる場合等、様々な方法により行われる場合があること」とあるが、「様々な方法」とは、

たとえばインターネットサイトなどの運営業者に対して、紹介料を個別に支払うことは、

かかる通知ならびに省令に抵触することになるのか？ 

 

A.契約書に、明確に、たとえば「1予約成立につき 3,000円の紹介料を支払う」といった事

項等が記載されていれば、これは通知ならびに省令に抵触すると判断される可能性がある。 

 しかしながら、契約上の内容に関することであるが、サイトの利用料として、医療機関

が当該業者等に料金を支払うという形態は、社会通念上あり得るものである。したがって、

その場合には、かかる通知ならびに省令に抵触しているとはただちに判断するものではな

い。 

 

Q.では、通知や省令への抵触の回避という点においては、まず、イーパークとの契約内容

に、明確に「紹介料」と記載されていないこと、さらに登録している歯科医師が「紹介料

としてではなくサイト利用料として」料金を支払っている体裁であれば大丈夫なのか？ 

 

A.「紹介料の提供と明確にみなされる根拠」がなければ、当局としても別段指導対象とす

る根拠がない。 

 

Q.ほかに何かアドバイスがありましたら。 

 

A.支払う金額が、社会通念上妥当な金額であるのかという金額の妥当性と、やはり“事実

上の紹介ビジネスになっていないか”という点における、業者と歯科医院側でのコンセン

サスが重要。 

（以上資料） 

・・・ということでした。 

 

 まず、既成事実として、イーパークというサイトがあること、そこに保険診療をしてい

る歯科医院が登録すること、そこから患者さんが歯科医院検索や予約ができることは、規

制の対象ではないようです。 

 

 ただ、気を付けたいのは、明らかに紹介ビジネスと判断されうる契約書を交わしている

かどうかのようです。ここは厚労省の担当官も念を押していました。歯科医院が業者に対

してサイトの利用料を支払うのは問題ないが、紹介料を支払うのはいかがなものか・・・

と。 

 



 なんだか聞いていると、いつも通りの「言葉の遊び」「いたちごっこ」的な気がいたしま

す。 

 

 ま、いずれにせよ、EPARKにご登録の先生方に関しましては、 

・契約書をよく読み、「紹介ビジネス」とあからさまにわかる表現は変更してもらう。 

・先生と業者（ここでは EPARK運営会社）双方で、「紹介料ではなく、サイト利用料金とし

て金銭授受を行っている」というコンセンサスを一致させておく。 

 

ということかなと思います。 

年度初め、保険改正のくそ忙しい中ではありますが、ご参照いただけましたら幸いです。 

 

 また、6月 12日の、「個別指導に回されないためのレセプトセミナー」では、このあたり

の話題もプラスしてご提供させていただこうと思います。 

 

jcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcdjcd 

 

個別指導に回されやすいレセプト・・・その意外な共通点とは 

【元支払基金審査官から学ぶ保険請求で気を付けるポイント】 

-2016年 4月改定でわかってきた現状とその対策- 

【日時】2016年 6月 12日（日）13時～17時 

 

＊なお、同日 10時～12時 30分に、下記の講座を併催（別途料金）いたします。 

【サプリメント外来の導入によるヘルスプロモーションの実践ノウハウ】 

～なぜサプリの売り上げで、受付スタッフが自分の給料分を稼げるようになるのか～ 

 

＊詳しいご案内は下記リンクをご参照くださいませ。 

http://www.dentaln.jp/client/boshu/detail/246/93/ ←保険請求セミナー 

http://www.dentaln.jp/client/boshu/detail/246/94/ ←サプリ販促セミナー 
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【新盤 DVD発売のお知らせ】 

・統合歯科治療実践マニュアル 第 1巻～第 4巻 

⇒咀嚼・口腔機能の維持改善のための口腔ヒアルロン酸治療 

⇒咬合力適正化・顎運動制御のための歯科ボツリヌス治療 

⇒栄養学・生化学いらずの歯科栄養サポート外来導入法 

http://www.dentaln.jp/client/boshu/detail/246/93/
http://www.dentaln.jp/client/boshu/detail/246/94/


⇒統合歯科治療を行う際に知っておきたい制度面の問題 

 （これには、特典内容として、クレーム対策 10か条とアンガーマネジメントが入ってい

ます） 

 

＊詳しくは、弊協会 HPをご覧くださいませ。また、各巻のプロモーション映像をご覧いた

だくことができます。併せまして HPをご参照くださいませ。 

 

ご購入は下記サイトにて承っております。 

http://aimmember.com/ 
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美容ではなく口腔機能の維持改善 

【口腔ヒアルロン酸・歯科ボツリヌス療法】 

 

 咬合&ヘルスプロモーションの専門家として知っておきたい、咀嚼・嚥下・口腔機能の維 

持改善のための口腔ヒアルロン酸・歯科ボツリヌス療法という位置づけで解説・実技講習 

を致しております。 

 

＊詳細は、先頭の HPへのリンクから、セミナーのご案内をご覧くださいませ(*^_^*)。 
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エステを超えたデンタルケア 

【咀嚼筋・唾液線・顎関節マッサージ実践講座】 

 

 －実践できるかどうかは「セミナーを受ける前」に既に決まっています－ 

  

 歯科の技術の習得は「寺子屋」です。大人数を対象とした講義形式・動画デモ試聴だけ 

では、できるようにはなりません。 

 サッカーがうまくなりたければ、観戦だけではなく、実際にボールを蹴らなければいけ 

ないのと同じかと思います。 

 弊協会セミナーは、１テーブル２チェア限定の寺子屋形式のマンツーマン指導により、 

翌日から実践できるように習得していただくことができます。 

受講された皆様から「自信を持って導入できる」「すぐにできるようになった」とありが 

たい感想をいただいている講座です。 
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 解説 DVDもついていますので、いつでも解剖学的構造とリンクした術式を復習して確認 

することが可能です(^_^.) 

  

日程を追加しておりますので、どうぞご確認くださいませ（*^_^*）。 

 

外来診療のちょっとした時間や、訪問診療等でも応用可能な術式を、少人数の寺子屋形 

式でマスターしていただくことができる内容となっています。 

 

詳細は、下記リンクよりご覧くださいませ。 

http://www.dentaln.jp/client/boshu/detail/246/90/ 
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サイトカインセラピーの入門書－確かにそうだった 10年前－ 

【臍帯療法の書籍プレゼント】 

 あたらしいバイオマテリアルとして「臍帯（Uコード）」があります。 

 1月 27日の読売新聞医療サイト「Yomi Dr」で、東京大学が臍帯療法の製薬化に向けて動 

き出している記事が掲載されています。 

臍帯はプラセンタよりも歯科的に有利な点として 

・抗組織形成の足場となるヒアルロン酸の含有量が多い。 

・コラーゲンの原料となるグリシンなどのアミの酸の含有量が多い。 

・繊維芽細胞成長因子の含有量が多い 

などの特徴があります。 

 

臍帯に関しては、わかりやすいテキストが少ないのですが、このたび、実際に臍帯療法 

をされておられる先生が著した「臍帯力」の書籍をプレゼントする企画をいたしました。 

初回分はなくなってしまいましたが、（社）日本臍帯・胎盤研究会様のご協賛により若干 

プレゼント用を追加いたしました。 

 

フェイスブック（口腔統合医療研究会グループページ）にアップしてありますフォーム 

にご記入の上、ファックスしていただけますと、臍帯療法に関する書籍をプレゼントいた 

します。右クリックで「画像を印刷する」で出てきます（*^_^*）。 

 

フェイスブックをされておられない先生方は、メールで弊協会に「臍帯力書籍希望」と 

タイトルしていただき、クリニック名・ファックス番号をお知らせくださいませ。お申し 
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込み用の用紙をファックスさせていただきますので、ご記入の上ご返送くださいませ。 

 

臍帯血療法と違い、血液型を選ばないのと、価格的に手の届きやすい設定に（臍帯血は、 

ネット等をご覧いただくとわかるのですが、数十万～数百万の治療費がかかります）する 

ことが可能です。大体１回３～５万円の治療費で設定されている場合が多いようです。 

 

臍帯って何？ 

どんな治療法なの？ 

といった、素朴なところから解説されています。本にはありませんが、局所投与すること 

による、歯槽骨の再生療法も可能です。 
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メルマガのバックナンバーは下記のサイトからダウンロードできます。 

http://jcd.jp/from%20oraltougou/merumagaback.html 

 

┌─┬─┬----------------------------------------------------------- 

│編│集│久しぶりのメルマガになります。お変わりございませんでしたか？ 

├─┼─┤今回は、EPARK の件に関しまして、詳細にお伝えいたしました。 

│後│記│また、新しい DVDにつきましてもご案内させていただきました。 

└─┴─┘キャッチコピーも引き続きご紹介しようと思います。 

 

○●○● ■□■□ 101-0052 

●○●○ ■□■□ 東京都千代田区神田小川町 3_10 Sビル駿河台 3F 

○●○● ■□■□ 一般社団法人 日本美容歯科医療協会 

●○●○ ■□■□ 03-5843-3615 

http://jcd.jp/from%20oraltougou/merumagaback.html

